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重点医師偏在対策支援区域における
診療所の開設について

令和７年度から実施している、「重点医師偏在対策支援区域における
診療所の承継・開業支援事業」について、都道府県の地域医療対策協議
会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者を補助
対象とするとされています。
この度、支援対象医療機関の2次募集を行ったところ、応募があり、

その事業者について、本県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支
援対象として合意を得ましたので、事業者の概要等を御報告します。
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「重点医師偏在対策支援区域」設定の考え方

⃝国は、以下のいずれかの基準に該当する区域を候補区域として提示

⃝都道府県は、国が提示した候補区域を参考とし、地域医療対策協議会及び
保険者協議会で協議して「重点医師偏在対策支援区域」を選定

【厚生労働省が提示する候補区域】
① 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏
② 医師少数県の医師少数区域
③ 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏（全国下位1/4）

【選定に当たって国から提示されている留意事項】
地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、

診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮することや、
市区町村単位、地区単位等で区域設定することも可能。
また、区域については、選定後も協議を踏まえて、追加・変更等を行うことも可能。
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国が提示する候補区域（全国109区域）

出典:医師偏在是正対策の進め方に関する都道府県説明会（R7.1.22開催）資料抜粋

国から以下の区域が候補として提示され、本県は、地域医療対策協議会及び保険者
協議会の合意を得て、2区域を重点医師偏在対策支援区域に設定した。
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支援対象医療機関の選定について
厚生労働省より本事業における２次募集の案内があったことから、千葉県

における重点医師偏在対策支援区域として設定した「山武⾧生夷隅医療圏」
及び「君津医療圏」において、支援対象医療機関の募集を行ったところ。
山武⾧生夷隅医療圏において診療所を開業する予定の事業者１名から応募

があり、当該事業者の診療所の開設について、補助要件に該当することから、
支援対象医療機関として選定した。
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